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日本電気技術規格委員会規格

35kV以下の特別高圧用機械器具の施設の特例

ＪＥＳＣ Ｅ２００７（１９９９）

１．適用範囲
この規格は，35kV以下の特別高圧用機械器具の路上等への施設方法について規定する。

２．引用規格
次に掲げる規格は，この規格(JESC)に引用されることによって，この規格(JESC)の一部を

構成する。これらの引用規格は，その記号，番号，制定（改訂）年及び引用内容を明示して

行うものとする。

日本電気協会電気技術規程

〔1999 〕「JEAC 7011－1994 22(33)kV配電規程」 年一部改訂

３．技術的規定
特別高圧用の機械器具を路上等に施設する場合は，「JEAC 7011-1994 22(33)kV配電規

程」 年一部改訂 の第125節－5「機械器具の施設」１．(5)の規定によること。〔1999 〕
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【引用規格（参考）】

「ＪＥＡＣ 7011－1994 22(33)kV配電規程」〔1999年一部改訂〕の内容

第100節 一般事項

100-2 適用範囲

１．この規程の適用範囲

この規程は，次の電気工作物に適用する。（以下，この規程の適用を受ける35kV以下

の施設を総称して「22(33)kV配電」という。）

(1) 低圧又は高圧の配電線が併架された状態（将来，併架されることを含む。）で施設

される22(33)kVの架空配電線路

(2) 22(33)kVの地中配電線路

(3) 前二号の配電線路に直接接続される機械器具及び第5章に規定する22(33)kV配電塔

(4) 臨時的に施設される22(33)kVの配電線路

(注)次に該当する電気工作物は適用範囲外とする。

1. 発電所，変電所（第6章に規定する配電塔を除く。），開閉所若しくはこれらに

準ずる場所内の電気工作物

2. 電気設備に関する技術基準を定める省令（以下 ）第2条によっ〔電技〕という。

〔鉄道営業法〕〔鉄道事業法〕又は〔軌道法〕が適用される電気工て除外される

作物

第125節 機械器具の施設

125- 5 機械器具の施設

１．22(33)kV配電用機械器具（これに付属する電線であってケーブル以外のものを含

む。）は，配電塔若しくは変電所に準ずる場所に施設する場合，又は次の各号のいず

れかによる場合を除き，施設しないこと。

(1) 機械器具の周囲に人が触れるおそれがないように適当なさくを設け，さくの高さ

とさくから充電部分までの距離との和を５ｍ以上とし，かつ，危険である旨の表示

をする場合

(2) 機械器具を地表上５ｍ以上の高さに施設し，かつ，人が触れるおそれがないよう

に施設する場合

(3) 機械器具を屋内の取扱者以外の者が出入りできないように設備した場所に施設す

る場合

(4) 充電部分が露出しない機械器具を人が容易に触れるおそれがないように施設する

場合

(5) 充電部分が露出しない機械器具を人が触れるおそれがある場所に施設する場合に

おいて，温度上昇により又は故障の際にその近傍の大地との間に生ずる電位差によ

り人若しくは家畜又は他の工作物に危険のおそれがないように施設する場合
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ＪＥＳＣ Ｅ２００７「35kV以下の特別高圧用機械器具の施設の特例」 解説

１．制定経緯
高圧用の機械器具の施設は，「電気設備の技術基準の解釈について」（以下，「解釈」とい

う）第30条第1項第七号により，一般公衆が常時接触する可能性がある路上等への施設が認めら

れている。しかし，特別高圧用の機械器具の施設については，解釈第31条では，さく等により

人が触れるおそれがないように施設する場合や，工場等の構内で機械器具を絶縁された箱又は

Ａ種接地工事を施した金属製の箱に収めかつ，充電部が露出しないようにする場合等に限定さ

れて認められており，一般公衆が触れるおそれのある路上等への施設は認められていない。

また，20kV級配電設備は，新規開発地域や再開発地域を中心に適用が拡大されているため，

地中系統による設備形成が主体となり，機械器具を施設する際にはさく等で囲むスペースが必

要であることから，施設が困難な状況にある。

これらの状況から，高圧用の機械器具と同様に，十分に安全性が確保できる条件によれば一

般公衆への感電のおそれがないことから，特別高圧用の機械器具の路上等への施設を認める規

格を制定する。

なお，この規格は（社）日本電気協会の配電専門部会で編集している「22(33)kV 配電規程

JEAC7011-1994(1999年一部改訂)」の規定内容を引用して制定するものである。

２．制定根拠
35kV以下の特別高圧用の機械器具の施設条件について検討した結果，特別高圧用の機械器具

の施設にあたっては，以下の条件を満足すれば一般公衆への安全が確保できるため，高圧の機

械器具と同様に路上等の人が容易に触れるおそれがある場所においても施設することができる。

①外箱の温度上昇を80℃以下に抑える。（80℃：電技解釈第30条解説）

②故障の際の外箱の電位上昇による接触電圧及び歩幅電圧を50Ｖ以下に抑える。

（50Ｖ：IEC61200-413の規約接触電圧限度）

３．規格の説明
20kV級／400V配電推進の観点から，従来からその施設が認められていた高圧用機械器具と同

様に，35kV以下の特別高圧用機械器具についても人が触れるおそれがある路上等への施設を認

める規格を制定する。

この規格により施設する際には，

℃とす る①外箱の温度上昇限度を80

② 故障時の 外箱の 電位上昇に よる 接触電圧及び 歩幅電圧を，IEC 61200-413（間接接触に 対す

る 保護）の 接触電圧の 基準値 以下に 抑 制す る

ことが 必要要件であ る 。
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４．関連資料

「IEC 61200-413（間接接触に対する保護）」
IEC61200-413 第１版 1996-03

技術報告書 形式３

電気設備ガイド

413編 間接接触に対する保護－電源の自動遮断

〔 〕規定内容（抜粋）

・推定接触電圧と遮断時間の関係が （省略）に示されている。表Ａ

電気的インピーダンスＺ－

人体通過電流Ｉ－

図１の曲線Ｌ から得られる遮断時間ｔ－ C

・50Ｖの値は，規約接触電圧限度（Ｕ ）(conventional touch Voltage limit）として決L

められている。

・人体におよぼす交流電流（15Ｈzから100Ｈz）の影響に関して，人体通過時間／人体通過

電流の関係が （省略）に示されている。図１



日本電気技術規格委員会規格について

電気事業法に基づく技術基準は，公共の安全確保，電気の安定供給の観点から，電気工

作物の設計，工事及び維持に関して遵守すべき基準として，電気工作物の保安を支えてい

ます。そして近年では，急速な技術進歩に即応した技術基準の改正や民間規格の積極的な

活用により，電気工作物の保安確保はもちろん，それに係る業務及び設備の一層の効率化

が求められるようになってきました。 また，国境を越えた経済の発展により各国の規格

についても国際的な整合が求められることとなってきました。

こうした状況を踏まえ，電気事業法に基づく通商産業省令である，発電用水力設備，発

電用火力設備，発電用風力設備及び電気設備の技術基準が，平成９年３月に改正公布され

同年６月から施行されました。

この改正により，それまで遵守すべき技術的要件を詳細に規定していた技術基準が，保

安上達成すべき目標，性能のみを規定する基準となり，具体的な資機材，施工方法等の規

定は，同年５月に資源エネルギー庁が制定した「技術基準の解釈 （発電用水力設備，発」

電用火力設備及び電気設備の技術基準の解釈）に委ねられることとなりました。そして，

「技術基準の解釈」は，電気事業法に基づく保安確保上の行政処分を行う場合の判断基準

の具体的内容を示す「審査基準」として，技術基準に定められた技術的要件を満たすべき

技術的内容の一例を具体的に示すものと位置付けられています。

これにより，公正，中立かつ透明性を有した民間の委員会で制定された規格であれば，

この「技術基準の解釈」への引用が可能（原子力を除く ）となり，技術基準に民間の技。

術的知識，経験等を迅速に反映する道が開かれることとなりました。

このようなことから，公正な民間の規格を制定する委員会として 「日本電気技術規格，

委員会」が平成９年６月に設立されました。この委員会は，民間が自主的に運営する委員

会として，学識経験者，消費者団体，関連団体等及び幹事で構成され，下部の委員会とし

て，関連団体で構成される事務局会議及び財務委員会，また，技術的事項を審議するため

の各専門部会が設けられています。

この日本電気技術規格委員会の主な目的は，

・電気事業法の各種技術基準における「技術基準の解釈」に引用を希望する民間規格の

制定

・電気事業法の目的達成のため，民間自らが作成，使用する民間規格の制定，承認

・制定，承認した民間規格に統一番号を付与し，一般へ公開

・行政庁に対し，承認した民間規格の「技術基準の解釈」への引用要請

・技術基準のあり方について，民間の要望を行政庁へ提案

・規格に関する国際協力

などの業務を通じて，電気工作物の保安，公衆の安全及び電気関連事業の一層の効率化に

資することとなっています。

本規格は 「電気設備の技術基準の解釈について」に引用されることにより，同解釈と，

一体となって必要な技術的要件を明示した規格となっております。この規格の意義を十分

にご理解いただき，電気工作物の保安確保等に活用されることを希望いたします。
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